
奈
良
県
行
政
財
産
使
用
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

奈
良
県
規
則
第
四
十
号

奈
良
県
行
政
財
産
使
用
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

奈
良
県
行
政
財
産
使
用
料
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
三
月
奈
良
県
規
則
第
六
十
四
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
の
一
第
百
二
十
一
号
中
「
三
次
元
表
面
形
状
測
定
機
」
を
「
三
次
元
形
状
評
価
装
置
」
に
、
「

二
千
九
百
八
十
円
」
を
「
五
千
八
百
十
円
」
に
改
め
、
同
表
の
一
第
百
九
十
一
号
を
同
表
の
一
第
百
九

十
三
号
と
し
、
同
表
の
一
第
百
九
十
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

Ｌ
Ｃ
／
Ｍ
Ｓ
高
速
ア
ミ
ノ
酸
分
析
シ
ス
テ
ム

〃

八
千
六
百
七
十
円

191

マ
イ
ク
ロ
プ
レ
ー
ト
リ
ー
ダ
ー

〃

千
七
百
三
十
円

192
附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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